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平成２１年第３回上天草市議会臨時会会議録 

平成２１年５月２９日 

午後２時１０分開会 

議 場 

１．議事日程（第１日目） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 発議第 ２号 上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

                                             

 

２．本日の出席議員は次のとおりである。（２１名） 

   議長 堀江 隆臣 

   １番 平田 晶子    ２番 何川 雅彦    ３番 田中 辰夫 

   ４番 須﨑 光枝    ５番 宮下 昌子    ６番 西本 輝幸 

   ７番 髙橋  健    ８番 小西 涼司    ９番 島田 光久 

  １０番 川口  望   １１番 田中 万里   １３番 北垣  潮 

  １４番 園田 一博   １５番 窪田 進市   １６番 津留 和子 

  １７番 桑原 千知   １８番 渡辺 勝也   １９番 田中 勝毅 

  ２０番 蕏塚 安親   ２１番 新宅 靖司 

                                             

 

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  １２番 山口 安彦 

                                             

 

４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

 教 育 長  鬼塚 宗徳   総 務 企 画 部 長  永森 良一 

 市 民 生 活 部 長  村田 一安   建 設 部 長  永森 文彦 

 教 育 部 長  鬼塚 憲雄   健 康 福 祉 部 長  松浦 省一 

 上天草総合病院事務長  松本 精史   水 道 局 長  鍬田 成朗 

 総 務 課 長  杉田 良一   財 政 課 長  森内 孝生 

                                             

 

５．職務のため出席した者の職・氏名 
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 議 会 事 務 局 長  村枝 誠二   局 長 補 佐  野﨑 秀満 

 参 事  大石智奈美   主 事  本多 志保 

                                             

 

開会  午後 ２時１０分 

○議長（堀江 隆臣君） 出席議員が定足数に達しておりますので、これより平成２１年第３回

上天草市議会臨時会を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付してあるとおりでございます。 

                                             

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（堀江 隆臣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において３番、田中辰夫君、４番、

須﨑光枝君を指名いたします。 

                                             

 

   日程第２ 会期の決定 

○議長（堀江 隆臣君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第５条の規程により、会期の決定をいたします。 

 本臨時会の議題に供されておりますのは、議事日程のとおりでございます。したがいまして、

会期は、本日の１日といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

[｢異議なし｣と呼ぶ者あり] 

○議長（堀江 隆臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

                                             

 

   日程第３ 発議第 ２号 上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

○議長（堀江 隆臣君） 次に、日程第３、上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 議会運営副委員長。 

○議会運営副委員長（西本 輝幸君） 先ほど全員協議会で皆様に諮り、発議第２号につきまし
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ては御承認いただいたところでありますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、発議第２号の提案理由の説明を申し上げます。 

 発議第２号、上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、上記の議案を次のとおり会議規則第１４条第２項の規定により提出します。平成２１

年５月２９日、上天草市議会議会運営委員会、副委員長、西本輝幸。上天草市議会議長、堀江隆

臣様。上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を次のように改正する。平成

１９年４月１日から平成２１年４月３０日を、平成２１年６月１日から、平成２１年６月３０

日に改める。附則、この条例は平成２１年６月１日から施行する。 

 提案理由といたしましては、議員の期末手当を削減し、議会として市の財政再建に資するため

この議案を提出する理由でございますので、何とぞ御理解をいただくよう、御賛同くださいます

ようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（堀江 隆臣君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 発議第２号について質疑はございませんか。 

[｢質疑なし｣と呼ぶ者あり] 

○議長（堀江 隆臣君） 質疑がなければ、これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

[｢討論なし｣と呼ぶ者あり] 

○議長（堀江 隆臣君） なければ、これをもって討論を終了いたします。 

 それでは、発議第２号を採決いたします。 

 本件は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

[｢異議なし｣と呼ぶ者あり] 

○議長（堀江 隆臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 以上で本臨時会に提出されました議案は終了いたしました。 

 これをもちまして議事を閉じ、平成２１年第３回上天草市議会臨時会を閉会いたします。 

閉会  午後 ２時１４分 

 


